
質疑・回答書

告示番号  020301010010020240002 件　　　　名 豊中市役所第二庁舎トイレ内装改修電気設備工事（第一期）

回　　　　答質疑事項No

豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075・2076
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

1
設計図書に記載の電線を使用することを原則とするが、社会情勢等やむを
得ない状況が認められるときは協議により変更することも可とします。

電線メーカーの受注停止により供給が不安定な状況が続いてお
ります。
官庁においてはエコマテリアルを基本とされていますが、状況に
応じてエコマテリアル以外の電線の使用は認められますでしょう
か。


